
【土木工事に伴う埋蔵文化財に関する取扱いフローチャート】

　遺跡内で土木工事等を行う際に必要な試掘・確認調査は、すべて完了するまでに諸手続に時間
がかかります。速やかに着工していただくためにも、出来るだけ早めに富士市教育委員会 文化
財課までご相談ください。
　また、埋蔵文化財は遺跡の範囲外からも出土することがあります。
　万一、工事中に埋蔵文化財と思われるものを発見した場合には、その現状を変更することなく、
速やかに富士市教育委員会 文化財課 富士市埋蔵文化財調査室（TEL 0545-22-2095）へご連絡く
ださい。
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事業計画地内における埋蔵文化財所在の有無についての照会

富士市埋蔵文化財分布地図との照合（状況に応じて現地確認）

遺跡（周知の埋蔵文化財包蔵地）の範囲内である

埋蔵文化財が発見された

試掘・確認調査依頼（書類提出）

試掘・確認調査の実施

本発掘調査

工事着工
（工事立会もしくは慎重工事）

協議

土木工事により埋蔵文化財が破壊される可能性がある

93条届出に対する
県知事からの通知

（本発掘調査の指示）

93条届出に対する
県知事からの通知
（工事立会の指示）

文化財保護法第 93条に基づく届出の提出
（工事着工予定日の 60日前までに）

文化財保護法第 93条に基づく届出の提出
（工事着工予定日の 60日前までに）

工事着工
※ 試掘調査が必要となる場合もあります


